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（

第32条内閣総理大臣原子力規制委員会国土交通大臣所在都道府県知事所在市町村長又は関係、 、 、 、

周辺都道府県知事はこの法律の施行に必要な限度においてその職員に原子力事業所に立ち入り、 、 、 、

当該原子力事業所に係る原子力事業者の施設帳簿書類その他必要な物件を検査させ又は関係者、 、 、

に質問させることができる

。

２前項の規定により職員が原子力事業所に立ち入るときはその身分を示す証明書を携帯しかつ、 、 、

関係者の請求があるときはこれを提示しければならない

。

、

３第１項の規定による権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならない

。

、

第41条次の各号のいずれかに該当する者は30万円以下の罰金に処する

。

、



六第32条第１項の規定による立入り若しくは検査を拒み妨げ若しくは忌避し又は質問に対し、 、 、

て陳述をせず若しくは虚偽の陳述をした者、

備考１この用紙の大きさは日本工業規格Ｂ８とする

。

、

２発行者は内閣総理大臣原子力規制委員会国土交通大臣都道府県知事又は市町村長とする

。

、 、 、 、


